
 

ユーシーカード通信販売加盟店規約 
 

第１条（用語の定義） 

本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。 

１．「加盟店」とは、本規約承認のうえユーシーカード株式会社（以下「当社」といいま

す）に加盟申込みをした個人・法人（以下総称して「加盟店申込者」といいます）

で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。 

２．「会員」とは、以下の（１）（２）に該当するクレジットカード、デビットカード、プ

リペイドカード（以下「カード」といいます）の会員をいいます。 

（１）当社および当社が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードア

ジアパシフィックＰｔｅリミテッドまたはビザワールドワイドＰｔｅリミテッ

ドと提携したカード 

（２）上記（１）以外のマスターカードアジアパシフィックＰｔｅリミテッドが属す

るカード会社のグループまたはビザワールドワイドＰｔｅリミテッドが属する

カード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマス

ターカードアジアパシフィックＰｔｅリミテッド等またはビザワールドワイド

Ｐｔｅリミテッド等と提携して発行するカード 

３．「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務・

ソフトウェア等をいいます。 

４．「立替払い」とは、会員の立替払い委託に基づき、当社が会員に代わって加盟店にカー

ド利用代金を支払うことをいいます。 

５．「立替払い請求」とは、会員のカード利用代金を立て替えて支払うことを、加盟店が当

社に対して請求することをいいます。 

６．「通信販売」とは、会員が通信手段により加盟店に商品の購入または提供を求め、カー

ドによる決済を行う信用販売の取引をいいます。 

７．「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得る

ために行う、カードの信用照会をいいます。 

８．「端末機」とは、加盟店が行うべき第８条に定める手続きの一部を処理する機能を有す

る機器および情報処理システムをいいます。 

９．「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織（マスターカードアジアパシフィ

ックＰｔｅリミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイドＰ

ｔｅリミテッドが属するカード会社のグループ）をいいます。 

１０．「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコード

をいいます。 

１１．「クレジットカード・セキュリティガイドライン（以下「ガイドライン」といいます）」とは、その名称

のいかんを問わず、クレジット取引セキュリティ対策協議会がカード情報等の保護、カード偽

造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項

として取りまとめたセキュリティ対策義務の実務上の指針であって、その時々における最新の



 

ものをいいます。 

１２．「３Ｄセキュア」とは、その名称のいかんを問わず、加盟店が会員に信用販売を行う

にあたり、会員が本人であることを認証する当社所定の認証サービスであって、その

時々における最新のものをいいます。 

１３．「脆弱性対策」とは、ガイドラインに定められる、加盟店が講じるべき、加盟店のシ

ステムやインターネットサイトのウイルス対策等の具体的な対策をいいます。 

１４．「不正ログイン対策」とは、ガイドラインに定められる、加盟店が講じるべき、加盟 

店のシステムやインターネットサイトの不正なログイン対策等の具体的な対策をいい 

ます。 

第２条（取扱商品） 

１．加盟店は、通信販売の取扱対象となる商品および取扱商品が掲載されたホームページ

の URL について、あらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。な

お、当社の承認を得た後に、商品の内容を変更する場合についても同様とします。 

２．加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社から商品について取扱中止の要請が

あった場合は、その指示に従うものとします。 

３．加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。 

（１）加盟店または会員が所在する国における法令または公序良俗に反する商品。 

（２）銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止

法・商標法等法令（加盟店または会員が所在する国において適用される同様の

法令を含みます）の定めに違反する商品。 

（３）第三者の著作権・肖像権その他の知的財産権等（加盟店または会員が所在する

国において適用される法令により保護される知的財産権等を含みます）を侵害

し、またはその恐れがある商品（いわゆる偽造品・模造品・模倣品等を含みま

す）。 

（４）加盟店または会員が所在する国において、販売が違法とされるタバコおよびこ

れに関連する商品。 

（５）児童虐待、チャイルドポルノ、獣姦、強姦、または合意の無い性行為を想起さ

せるような商品。 

（６）加盟店または会員が所在する国において違法とされる賭博行為ならびこれに関

連した商品。 

（７）威圧や暴力を伴って行われた取引に関する商品。 

（８）当社が当社のホームページ等にて告知する取扱いを禁止した商品。 

（９）上記の他、提携組織の規則または運用等（以下「規則等」といい、将来制定さ 

れる規則等を含みます）により取扱いが禁止される商品（提携組織が、不正・ 

不法または決済システムの信頼性に悪影響を与える取引であると判断するもの 

および提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含み

ます）。 

（１０）その他、当社が不適当と判断したもの。 



 

４．当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消

し、または本規約に基づく通信販売を一時的に停止することができるものとします。

また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力

するものとします。 

５．加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う

場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るも

のとします。 

６．加盟店は、本規約に基づく通信販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面

ならびに通信販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契

約法・電子消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。 

７．加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱う

ことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありま

せん。 

８．加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品の配送を伴わない商品を取り扱

う場合は、当社の認めた運用方法により通信販売を行うものとします。 

９．加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うこと

はできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありませ

ん。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出た

とき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をも

って対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対す

る返金処理については、当社所定の方法によるものとします。 

第３条（商品の告知） 

１．加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品告知の企画・制作を行うものとしま

す。 

２．加盟店は、前項の告知にあたり以下の事項を遵守するものとします。 

（１）第２条第６項の法令等の定めに違反しないこと。 

（２）消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。 

（３）公序良俗に反する表示をしないこと。 

（４）以下の事項について表示を行うこと。 

①加盟店の名称 

②加盟店の所在地 

③加盟店の電話番号（インターネット上およびパソコン通信等で告知を行う場合は

電子メールアドレスも表示） 

④責任者および責任者への連絡方法 

⑤商品価格、送料、その他必要とされる料金 

⑥商品の引渡期間 

⑦代金の支払時期および方法 

⑧商品の返品・取消に関する特約 



 

⑨その他、当社が必要と認めた事項 

３．加盟店は、商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとします。加

盟店は、商品の告知にあたりそれぞれの媒体に商品代金の支払方法として、カードが

使用できる旨明示するものとします。 

第４条（商品の申込み） 

１．加盟店は、会員から商品購入の申込みを、インターネットその他の電子的な情報通信

手段・加盟店所定の商品注文票の送付・電話・ＦＡＸ等、その他当社が認めた方法に

より、受け付けるものとします。 

２．加盟店は、インターネット上で会員から商品購入の申込みを受け付ける場合には、以

下の事項を遵守するものとします。 

  （１）加盟店は、ガイドラインに定められた不正ログイン対策を講じることとし、予 

め当社が指定した方法にて、その対策の内容を届け出なければならないものと 

します。 

（２）加盟店は、商品購入の申込みを受け付ける際にカード番号・有効期限・会員氏

名等の会員の情報および商品申込みに関する情報について、あらかじめ当社が

認めた方法により情報の暗号化を施す等安全化措置を講じなければならないも

のとします。 

（３）加盟店は、会員に対し申込み内容の確認を行うものとします。 

（４）加盟店は、会員が本人であることを認証するために、予め当社が指定した方法

にて届け出の上、３Ｄセキュアを導入し、認証を行うものとします。 

（５）加盟店は、安全化措置について当社が情報の保全を目的とした改善をなすこと

を申し出た場合には、その主旨に基づき安全化措置について所要の改善を講じ

なければならないものとします。 

（６）加盟店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、直ちに当社に連絡

するとともに、インターネット上での申込みの受付を中止するものとします。

なお、これに起因して当社または会員に損害が生じた場合には、加盟店が一切

の損害を賠償する責任を負うものとします。また、インターネット上で申込み

の受付を再開する場合には、あらかじめ当社の承認を得るものとします。 

（７）加盟店は、暗号化等の安全化措置を講じても、会員の情報等についての秘密性

を完全には保持できないことを会員にあらかじめ認識させるものとします。 

３．加盟店は、前項第４号の届け出後、３Ｄセキュアによる認証を行い、認証が得られた

会員の取引については、第２３条に定める立替払い金の返還請求のうち、本人利用覚

えなしに伴うものは、免責されるものとします。なお、免責の範囲は、認証が得られ

た会員の取引の他、以下のものも含まれるものとします。 

（１）３Ｄセキュアに未参加なカード会社との取引。 

（２）３Ｄセキュアに参加済のカード会社のうち、３Ｄセキュア未登録会員番号との

取引。 

（３）３Ｄセキュアに参加済のカード会社のうち、３Ｄセキュア対象外のカード種別



 

との取引。 

４．前項による免責を受けられる場合であっても、以下に該当する場合は、加盟店は免責

されないものとします。 

（１）認証成功後、マスターカードアジアパシフィックＰｔｅリミテッド、およびビ

ザワールドワイドＰｔｅリミテッドが定める所定の方式による送信を実施して

いない場合。 

（２）カード発行会社認証システム、マスターカードアジアパシフィックＰｔｅリミ

テッドおよびビザワールドワイドＰｔｅリミテッドの認証サービスに関するシ

ステム障害時に取引を継続した場合。 

第５条（差別待遇の禁止） 

加盟店は、有効なカードによる通信販売の申込みを行った会員に対し、正当な理由なく申込

みを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する

等、会員に不利となる差別的取扱いやカードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わない

ものとします。 

第６条（加盟店の消費者保護責任等） 

加盟店は、インターネット上での申込み受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・

措置を講じるものとします。 

（１）システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利

にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会

員が理解できるようあらかじめ告知すること。 

（２）会員に対し購入申込み等の仕組みを提示し、会員が会員と加盟店との間の商品購入

申込み成立時期を明確に認識できる措置を講じること。 

（３）会員と加盟店との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示す

るなど誤操作の防止措置を講じること。 

第７条（支払区分） 

１．加盟店が取り扱うことができる通信販売種類は、１回払い販売・２回払い販売・ボーナ

ス一括払い販売・リボルビング払い販売・３回以上の分割払い（ボーナス併用分割払い

も含む）販売（以下「分割払い」といいます）とします。但し、１回払い販売以外につ

いては、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。 

２．会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、１回払いを除くその他の支払区分に

ついては、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。 

第８条（通信販売の方法） 

１．加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良な

る管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものと

します。 

（１）通知されたカード番号等の有効性 

（２）当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用（以下「不正使

用」といいます）に該当しないこと。 



 

２．加盟店が、インターネット上で会員から商品購入の申込みを受け付ける場合は、前項 

に加え、以下の事項を実施するものとします。 

（１）不正ログイン対策 

（２）３Ｄセキュアによる本人認証 

３．本条第１項および第２項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変

化、加盟店における不正使用の発生の頻度、その他の事由により、不正使用を防止す

るために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変

更または追加を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 

４．加盟店は、会員から第４条に定める申込みを受け付けた場合、カード番号・有効期

限・会員氏名・商品代金（税金、送料等を含む）・支払区分・購入商品等を確認し、当

社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得るものとします。但し、当社が加盟店

に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、その限度額を超えて通信販売

を行う際に、当社の承認番号を得るものとします。なお、信用販売限度額とは、加盟

店が会員１人あたりに対し、１回の申込みにつき通信販売できる金額の総額をいいま

す。 

５．当社が加盟店に対して、前項による信用販売限度額を設定した場合においても、当社

が必要と認めたときは信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこ

れに従うものとします。 

６．加盟店は、カード番号・有効期限・会員氏名・カード利用日（以下「利用日」といいま

す）・商品代金（税金、送料等を含む）・加盟店名・その他必要事項ならびに、本条第４

項により取得した承認番号を当社が認めた売上票（以下「売上票」といいます）に記載

するものとします。なお、売上票がコンピューター処理により記録・保存される場合は、

当社の定める方法によるものとします。 

７．加盟店が前項の売上票に記載できる金額は、当該商品代金（税金、送料等を含む）の

みとし、現金の立替・過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。 

８．加盟店は、会員に告知し会員が了承した以外の金額の記載・売上金額の分割記載・利

用日と異なる日付記載は行わないものとします。 

９．万一、加盟店が本条第４項に定める当社への承認番号の取得を行わずに通信販売を行

った場合、当社から承認を拒否されたにも拘わらず通信販売を行った場合、および本

条第７項および本条第８項の定めに違反した場合は、当社は第１５条に定める売上票

にかかる売上債権の立替払い請求を受けないものとします。 

１０．当社が認めた端末機を設置した場合は、その使用規約ならびにその取扱いに関する

契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって通信販売にこれを使用する

ものとします。なお、端末機本体および設置にかかる費用等（端末機移設および端末

機修理に関する費用ならびに再設置を含む各種作業員派遣費用やそのキャンセルに伴

って発生する費用を含む）は、当社が別途認めた場合を除き、原則として加盟店が負

担するものとします。 

 



 

第９条（商品の発送） 

１．加盟店は、会員から申込みを受け付けた商品を安全確実な方法により、予め会員に通

知した期限までに会員の指定した送付先に発送もしくは当社が認めた方法により提供

するものとします。 

２．加盟店は、商品の発送もしくは提供の遅延が発生した場合もしくは発生することが予

想される場合には、速やかに会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知す

るものとします。 

３．加盟店は、会員が商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認

が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないもの

とし、会員に当該住所宛には商品が発送できない旨を連絡するものとします。 

４．加盟店がソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が認めた加盟店所定の

方法による会員の購入承諾をもって商品の発送とみなすものとします。 

第１０条（利用日） 

利用日は、加盟店が会員に対し商品の発送もしくは提供を行った日とし、当社が特に認めた

場合を除き、原則として信用販売の承認番号取得日から５日以内とします。 

第１１条（会員の署名） 

本規約の規定に従い通信販売を行う場合は、売上票への会員の署名は省略できるものとし

ます。 

第１２条（カード番号等の取扱いの制限） 

加盟店は、通信販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番

号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいて、カ

ード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。 

第１３条（カード番号等の適切管理措置） 

１．加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げ

られた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等に

つき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り

扱わなければならないものとします。 

２．加盟店は、インターネット上で会員から商品購入の申込みを受け付ける場合、ガイド 

  ラインに定められた脆弱性対策を講じることとし、予め当社が指定した方法にて、そ 

  の対策の内容を届け出なければならないものとします。 

３．第１２条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させ

る場合は、本条第１項の目的を達成するため、加盟店はＰＣＩ ＤＳＳ準拠の措置、ま

たは当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 

４．本条第１項および第２項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化、加盟店に

おける情報漏洩の発生、その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の

防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の

変更または追加を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 

第１４条（カード番号等の取扱いの委託基準） 



 

カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなけれ

ばならないものとします。 

（１）カード番号等の取扱いの委託先となる第三者（以下「受託者」といいます）が次号

に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者で

あることを確認すること。 

（２）受託者に対して、第１３条第１項および第３項の義務と同等の義務を負担させるこ

と。 

（３）受託者が第１３条第３項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければなら

ない旨、および、第１３条第４項に準じて加盟店から受託者に対して変更または追

加を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定める

こと。 

（４）受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じ

て確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適

切な指導および監督を行うこと。 

（５）受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の

取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。 

（６）受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは

毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第２８条各項に準じて、受託者は直ちに

加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査なら

びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その

結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。 

（７）加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第３０条に定める調査権限と

同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。 

（８）受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に

応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。 

第１５条（立替払い請求） 

１．加盟店は、会員に対し商品の発送もしくは提供を完了した場合、売上票を支払区分毎

に取りまとめ売上集計票を添付の上、当社が別途認めた場合を除き、原則として、信

用販売の承認番号取得日から５日以内に当社宛送付することにより立替払い請求を行

うものとします。なお、加盟店が当社に対して立替払い請求をした売上について、本

項に定める期間を経過したことにより提携組織が当社に課す支払手数料（その他いか

なる表現も含む）に相当する金額を、加盟店へ請求することができるものとします。 

２．２回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り

扱う加盟店では､２回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売

上票は別集計とし､各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。 

３．本条による立替払い請求は当該売上票が当社に到着したときに、また、当社が認めた

方法により作成した売上データを加盟店が当社に送付する場合は当該売上データが当

社に到着したときに、その効力が発生するものとします。 



 

４．本条第１項に定める期間を経過して、加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債

権について、所定の決済期日に会員から回収することが困難または不能となった場

合、もしくは会員の所属するカード会社等から当社に対する支払拒絶等によって回収

が困難または不能となった場合は、加盟店の責任とし、加盟店は第２３条により返金

を請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。 

５．承認番号取得日から２か月を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象

にならないものとします。 

第１６条（立替払いの代金および手数料の支払方法） 

１．当社は、立替払い請求を受けた売上票にかかる債権を次の表①の区分に従いこれを締

め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第１７条で定める手数料（非課

税）を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。

但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。 

２．ボーナス一括払い販売の取扱期間は、次の表①に定める２種類の期間のうち、加盟店

が通信販売加盟店申込書において指定し、当社が認めた期間とします。 

３．２回払い販売による立替払い請求については、次の表①に定める２種類の支払日のう

ち、加盟店が通信販売加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うも

のとします。 

４．当社の本規約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとし

ます。 

５．前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場

合、当社に故意または過失がある場合を除き当社は何ら責任を負わないものとしま

す。 

＜表①＞ 

支払区分 取扱期間 締切日 支払日 

1 回 払 い 

ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ払い 

分 割 払 い 

 

通  年 毎月  10 日 翌月  15 日 

ﾎﾞｰﾅｽ一括払い 

Ⅰ型 

夏 12 月 11 日~ 6 月 15 日 

冬 7 月 11 日~11 月 15 日 
夏 最終 7 月 10 日 

 

冬 最終 12 月 10 日 

夏     8 月 15 日 

 

冬 翌年 1 月 15 日 
Ⅱ型 

夏 3 月 1 日~ 6 月 15 日 

冬 9 月 1 日~11 月 15 日 

2 回払い 通  年 毎月  10 日 
A 

1 回目  翌月 15 日 

2 回目 翌々月 15 日 

B 翌月 25 日一括 

第１７条（手数料） 

１．加盟店は、カードによる通信販売総額（税金、送料等を含む）に対し、当社の定める手 



 

数料（非課税）を支払うものとします。 

２．社会情勢や経済情勢等の変化および加盟店の本規約における取引実績や信用状況等を

勘案し、当社が業務上必要と認めた場合、本条第１項の手数料を変更できるものとし

ます。また、法令等の改正や提携組織の規定改定等のやむを得ない事情においても手

数料を変更できるものとします。 

３．前項の規定にかかわらず、加盟店が手数料変更を承諾しない場合、変更の効力発生日ま 

でに当社に申し出ることにより退会できるものとし、第４１条第１項に準じて 

申出後３か月の経過をもって退会の効力が生じるものとします。ただし、加盟店より効 

力発生日までに解約の申し出がない場合、手数料変更に合意したものとみなします。 

第１８条（通信販売取消） 

１．加盟店は、会員から通信販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当

該商品代金に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。 

２．前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、

加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟

店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支

払金から差し引くことができるものとします。 

３．本条第１項の場合、会員に対し当該立替払い請求の取消処理によらず、現金やポイン 

ト等による返金処理は行わないものとします。 

第１９条（商品の所有権の移転） 

１．加盟店が会員に通信販売した商品の所有権は、加盟店が第１５条の規定に基づき当社

に対し立替払い請求を行ったときに加盟店より当社に移転するものとします。但し、

第１８条および第２３条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債

権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に

戻るものとします。 

２．加盟店が、カード名義人以外のものに対して誤って通信販売を行った場合であって

も、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした場合には、通信販売を行った商

品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定

を準用するものとします。 

第２０条（会員との紛議） 

１．加盟店は、通信販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、電子消費者

契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断

する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するた

めに、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な

体制を整備するものとします。 

２．加盟店は、通信販売を行った商品について会員との紛議が発生した場合は、すべて加

盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員

の損害については加盟店が補償するものとします。 

３．前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た



 

場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 

（１）当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶でき

るものとします。 

（２）当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法によ

り、当該金額を遅滞なく返金するものとします。 

（３）当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとしま

す。 

４．加盟店は、紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接

返金しないものとします。 

第２１条（会員からの苦情の対応） 

１．会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カー

ド会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第２条第６項に違反する

加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、

加盟店は当該調査に協力するものとします。 

２．加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告す

ることに同意するものとします。 

３．本条第１項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当

該申し入れに従うものとします。 

第２２条（支払いの拒絶・留保） 

１．加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったこ

とが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 

（１）本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を

行った場合。 

（２）会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した

場合。 

（３）会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカー

ド会社へ申し出た場合。 

（４）売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 

（５）売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りが

できない場合。 

（６）加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあっ

た場合。 

（７）当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当社の承認番号を得ない

で通信販売を行った場合。 

（８）第２０条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当

該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 

（９）会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカー

ド会社より支払いを拒絶された場合。 



 

（１０）第２５条第２項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなか

った場合。 

（１１）加盟店（役員、従業員およびその関係者を含む）が保有するカードを使用し

て通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。 

２．加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調

査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 

３．前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し

当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠

償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。 

第２３条（立替払い金の返還請求） 

１．第１５条第４項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償

債権を所定の決済期日に会員より回収することが困難または不能となった場合、もし

くは会員の所属するカード会社等から当社に対する支払拒絶等によって回収が困難ま

たは不能となった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合、または第２２条

第１項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金

額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の

方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 

２．万一、加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店

に対する支払金から差し引くことができるものとします。 

第２３条の２（立替払い金による相殺） 

１． 加盟店と当社が本規約以外の契約を締結済で、加盟店が当社に対して支払期限を経過

した金銭債務を保有している場合、当社が当該金銭債権回収のため、第１６条に定め

る立替払い請求代金を留保できるものとします。 

２． 前項の場合、当社は、加盟店が当社に支払うべき金員を自働債権とし、第１６条に定

める立替払い請求代金を受働債権として、対当額において相殺できるものとします。 

３． 第１項の場合、第４１条の定めにかかわらず、当社による前項の相殺を可能とするた

め、加盟店は当社の同意なく本規約を解約・解除・終了させることができないものと

します。 

第２４条（３Ｄセキュア導入の是正措置） 

インターネット上で会員から商品購入の申込みを受け付ける加盟店であって、第４条第２

項および第８条第２項の定めにかかわらず、３Ｄセキュアを導入していない加盟店に対

し、当社がその是正を勧告した場合、加盟店は、速やかに３Ｄセキュアを導入しなければ

ならないものとします。 

第２５条（商品注文票等の保管・提出） 

１．加盟店は、会員からの商品注文票・商品受領書・発送を証する証憑およびその他の関係

書類またはデータを、責任を持って７年間保管するものとします。 

２．加盟店は、当社が会員のカード使用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し速

やかに協力するものとし、当社が前項に定める商品注文票等の提出を求めた場合、加盟



 

店は１５日以内に提出するものとします。 

第２６条（情報の管理・守秘義務等） 

１．加盟店は、業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理する

ものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩したりして

はならないものとします。 

２．加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合、加盟店はそ

の全責任を負うものとします。 

第２７条（個人情報の取扱い） 

１．本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者

の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取

り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。 

２．個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める

範囲に限定するものとします。 

３．個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保

持するものとします。 

４．加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないも

のとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 

５．加盟店は、加盟店および第３７条に基づく業務委託先における個人情報の目的外利

用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整

備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。 

６．加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード（ＣＶＶ２、ＣＶＣ２）について

は、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。 

７．個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に

対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情

報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟

店は当社が指定した基準を遵守するものとします。 

８．情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒

体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確

実に行うものとします。 

９．第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際して

は守秘義務について十分配慮するものとします。 

（１）当該個人が書面により事前に同意している場合。 

（２）業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれ

のない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。 

（３）各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益

のため必要がある場合。 

１０．当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加

盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行



 

うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。 

第２８条（カード番号等の漏洩等の事故時の対応） 

１．加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、または

そのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならな

いものとします。 

（１）漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 

（２）前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期

間、影響範囲（漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含

む）その他の事実関係および発生原因を調査すること。 

（３）上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な

内容の計画を策定し実行すること。 

（４）漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に

応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 

２．前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が

拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連す

る情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない

ものとします。 

３．加盟店は、本条第１項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共

に、遅滞なく、本条第１項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければなら

ないものとします。 

（１）本条第１項第１号および第２号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 

（２）本条第１項第１号および第２号の調査につき、その途中経過および結果 

（３）本条第１項第３号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュ

ール 

（４）本条第１項第４号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 

（５）前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 

４．加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、

加盟店が遅滞なく本条第１項第４号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店

の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカー

ド番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。 

第２９条（不正使用等発生時の対応） 

１．加盟店は、その行った通信販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、

遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基

づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなけれ

ばならないものとします。 

２．加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、

前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定

および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。 



 

第３０条（調査） 

１．以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認め

て選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うこ

とができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 

（１）加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、また

はそのおそれが生じたとき。 

（２）加盟店が行った通信販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがある

とき。 

（３）加盟店が本規約第２条第６項、第８条、第１２条、第１３条、第１４条、第２

０条第１項、第２８条、第２９条、第３１条、または第４０条のいずれかに違

反しているおそれがあるとき。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その

他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めた

とき。 

２．前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものと

します。 

（１）必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 

（２）カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店

の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法 

（３）加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受

ける方法 

（４）加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設また

は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 

３．前項第４号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタ

ルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容と

する調査（デジタルフォレンジック調査）が含まれるものとします。 

４．当社は、本条第１項第１号または第２号の調査を実施するために必要となる費用であっ

て、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求するこ

とができるものとします。但し、本条第１項第１号に基づく調査については、加盟店が

第２８条第１項第１号および同項第２号に定める調査ならびに同条第３項第１号およ

び同項第２号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第１項第２号に基づ

く調査については、加盟店が第２９条第１項に定める調査および第２項に定める報告

に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとします。 

第３１条（是正改善計画の策定と実施） 

１．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当

該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟

店はこれに応ずるものとします。 

（１）加盟店が第１３条第３項、第４項もしくは第１４条の義務を履行せず、または



 

受託者が第１４条第２号もしくは同条第３号により課せられた義務に違反し、

またはそれらのおそれがあるとき。 

（２）加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、

またはそのおそれがある場合であって、第２８条第１項第３号の義務を相当期

間内に履行しないとき。 

（３）加盟店が第８条に違反し、またはそのおそれがあるとき。 

（４）加盟店が行った通信販売について不正使用が行われた場合であって、第２９条

の義務を相当期間内に履行しないとき。 

（５）前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その

他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずるこ

とが必要であると当社が認めるとき。 

２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画

を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるとき

には、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項（実

施すべき時期を含む）を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずる

ものとします。 

第３２条（遅延損害金） 

加盟店は本規約に定める立替払い金の返金請求等の支払いを遅延した場合は、当該債務金

額に対して支払期日の翌日から実際に支払いのあった日まで年利率１４．６０％の遅延損

害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年３６５日の日割り計算とします。 

第３３条（損害賠償等） 

１．加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求

できるものとします。 

  （１）本規約に違反した場合。 

（２）公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷

つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。 

２．提携組織が加盟店の通信販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由につ

き加盟店が法令、本規約、または提携組織が定める規定に違反したこと等、加盟店側

に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金

等（その他いかなる表現も含む）と同額を当社に支払うものとします。 

３．加盟店は、加盟店または業務委託先が第２７条および第２８条に違反することにより

当社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これによ

り当社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うも

のとします。 

（１）カードの再発行に関わる費用。 

（２）不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。 

（３）カードの不正使用による損害。 



 

（４）当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第

三者から当社が請求を受けた費用。 

（５）上記（１）～（４）の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。 

第３４条（不正使用被害の負担） 

１．加盟店が行った通信販売について、不正使用がなされたものであるときには、当社

は、加盟店に対し、当該通信販売に係る立替払い金の支払を拒み、または支払済みの

当該金員の返還を請求することができるものとします。但し、第４条第２項第４号の

手段を導入し、これによる認証措置を講じた場合の本人利用覚えなしの取引について

は、この限りではないものとします。 

２．前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと

解してはならないものとします。 

第３５条（加盟料） 

加盟店は、当社へ加盟を申し込み当社が加盟を認めた際に、所定の加盟料を支払うものとし

ます。万一、加盟店が加盟料を支払わない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払

金から差し引くことができるものとします。 

第３６条（地位の譲渡等の禁止） 

１．加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 

２．加盟店の当社に対する立替払い請求権は、第三者に譲渡できないものとします。 

３．加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならない

ものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。 

第３７条（業務処理の委託） 

１．加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該

委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとしま

す。 

２．加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託さ

せてはならないものとします。但し、加盟店が再委託（数次的委託を含む）の必要が

あると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書

面により当社に届け出、その承認を得るものとします。 

３．加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先（以下総称して「業務委託先」とい

います）に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。 

第３８条（支払区分の解約ならびに変更） 

当社および加盟店が、事情により２回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い

販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により３か

月前までに相手方へ通知するものとします。 

第３９条（運用方法等の変更） 

加盟店は、通信販売の運用方法・申込み受付方法等に変更が生じた場合はあらかじめ当社に

届け出るものとし、当社が必要と認めた場合は別途契約による変更手続きを行うものとし

ます。 



 

第４０条（届け出事項等の変更） 

１．加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨お

よび変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出な

ければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。 

（１）加盟店の店舗名称、取扱商品が掲載されたホームページのＵＲＬ、店舗所在地

および電話番号 

（２）加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、お

よび電話番号 

（３）加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法

人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日 

（４）加盟店の振込指定口座 

（５）加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法 

（６）加盟店で保有する機器またはネットワークにおけるカード番号等の保持状況等

に関して加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正

使用防止に係る措置に関する事項 

（７）特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容 

（８）消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受け

たことの有無、およびその内容 

（９）第２０条第１項に定める体制の整備の状況 

（１０）前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項 

２．指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口

座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならな

いものとします。 

３．加盟店は、第１３条第２項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする

場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。 

４．当社は、加盟店に対し、本条第１項第５号から第１０号、および別に指定する事項に

つき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。 

５．本条第１項第１号から第３号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延

着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着した

ものとみなします。 

６．本条第１項第４号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合

であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。 

７．加盟店が第１６条に関するお振込金明細書等の当社から通知する書類等の送付先住所

として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書

類等は加盟店に到着したものとみなすことを、加盟店は予め承諾するものとします。 

第４１条（退会） 

１．加盟店または当社は、書面により３か月前までに相手方に通知することにより退会し、

または退会させることができるものとします。 



 

２．前項の定めにかかわらず、直近２年間において通信販売の取り扱いがない加盟店につい

ては、当社は、第４２条第１項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消す

ことができるものとします。 

第４２条（再審査・資格取消） 

１．加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものと

し、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ち

にその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 

（１）本規約に違反したとき。 

（２）他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪

用していることが判明したとき。 

（３）加盟店申込書および、当社に届け出た脆弱性対策、不正ログイン対策、３D セ

キュアの内容に虚偽の申請があったことが判明したとき。 

（４）他の者の立替払い請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払い請求

をしたとき。 

（５）自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止に

なったとき。 

（６）差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民

事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し

立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 

（７）本項（５）（６）のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が

経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生

じたと当社が認めたとき、または第２条第３項および第６項に定める法令等に

違反したとき。 

（８）加盟店届け出の加盟店の所在地に加盟店が実在しないとき。 

（９）加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。 

（１０）加盟店による通信販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる

不正使用、または会員の換金目的による通信販売の割合が高いと当社が判断し

たとき。 

（１１）加盟店が第２４条の勧告に対して速やかに３Ｄセキュアを導入しなかったと

き。 

（１２）監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。 

（１３）本規約第５１条の当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に

基づき、当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。 

（１４）その他、会員などからの苦情や当社の調査の結果に基づき当社が加盟店とし

て不適当と判断したとき。 

２．前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また当社は第１６

条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。 

第４３条（退会・資格取消に伴う措置） 



 

１．第４１条に基づき加盟店が当社から退会した場合、もしくは第４２条に基づき資格取消

となった場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止

し、売上票・売上集計票等当社が加盟店に貸与した取扱い関係書類および販売用具の全

てを当社に返却するものとします。その際、第３５条に基づき支払った加盟料を返金さ

れなくとも異議ないものとします。 

２．端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に

従うものとします。 

３．本条第１項の場合において、本規約第１５条、第１６条、第２０条、第２２条、第２３

条、第２６条、第２７条、第２８条、第３２条および第３３条はなお有効なものとしま

す。 

４．本規約の解約および資格取消以前に、加盟店が会員から商品購入の申し込みを受け付け

たものについては、本規約の解約および資格取消後においても本規約に従って加盟店、

当社ともにこれを履行するものとします。 

第４４条（反社会的勢力との取引拒絶） 

１．加盟店（加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む）

が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確

約するものとします。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員および暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

（３）暴力団準構成員 

（４）暴力団関係企業 

（５）総会屋等 

（６）社会運動等標ぼうゴロ 

（７）特殊知能暴力集団等 

（８）前記（１）乃至（７）の共生者 

（９）テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定 

する者 

（１０）その他前記（１）乃至（９）に準ずる者 

２．加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の（１）乃至（５）のいずれにも該当する行

為を行わないことを確約するものとします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社

の業務を妨害する行為 

（５）その他前記（１）乃至（４）に準ずる行為 

３．当社は、加盟店が前２項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を

取消し、または本規約に基づく通信販売を一時的に停止することができるものとしま



 

す。通信販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、

通信販売を行うことができないものとします。 

４．加盟店が本条第１項、または第２項のいずれかに該当した場合、または本条第１項、ま

たは第２項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかで

あって、加盟店による通信販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、

当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然

に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし

ます。 

第４５条（本規約に定めのない事項） 

加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものと

します。 

第４６条（準拠法） 

本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。 

第４７条（合意管轄裁判所） 

加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第４８条（規約の改定ならびに承認） 

本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表しま

す。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し通信販売を行った場合

には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるもの

とします。 

＜個人情報等の取扱いに関する条項＞ 

第４９条（加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託） 

１．加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者（以下これらを総称して「加盟店申

込者等」といいます）は以下（１）から（９）に記載する加盟店申込者等に関する情

報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの（以下「加盟店申込者等の個

人情報」といいます）の取扱いについて、第２項以降に定める内容に同意するものと

します。 

（１）加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在

地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等 

（２）加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情

報 

（３）加盟申込みにかかる事実 

（４）本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報 

（５）加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報 

（６）第４０条に基づき加盟店が当社に届け出た事項 

（７）当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報 

（８）本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した



 

加盟店申込者等の属性情報および取引情報 

（９）加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得

した書類からの情報 

２．加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえ

で、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 

（１）加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務 

（２）当社が本規約に基づいて行う業務 

３．加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全

管理措置を講じたうえで、当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付を

目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 

４．加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全

管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗

名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社お

よび当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。 

５．加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業

務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに

同意するものとします。 

６．加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報に安全

措置を講じたうえで、不正使用防止や利用促進、リスク判定高度化等を目的として、

提携組織の定める規定に従い、以下記載の提携組織等へ本条第１項で定めた情報を提

供することに同意するものとします。 

（１） 当社が個人情報等を提供する提携組織の名称および所在地 

① ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社およびマスターカード・ジャパン株

式会社ならびにこれらの提携会社のグループ企業（提携会社と同一国に所在す

る企業に限る。） 

所在地：日本 

② Ｖｉｓａ ＩｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄおよびＭａｓｔｅｒｃａｒｄ Ｉｎｔｅ

ｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄならびにこれらの提携会社の

グループ企業（提携会社と同一国に所在する企業に限る。） 

所在地：アメリカ合衆国 

③ ビザ・ワールドワイド・ＰＴＥ・リミテッドおよびマスターカード・アジア・

パシフィック・ＰＴＥ・リミテッドならびにこれらの提携会社のグループ企業

（提携会社と同一国に所在する企業に限る。） 

所在地：シンガポール共和国 

（２）上記（１）の外国における個人情報保護制度 

・アメリカ合衆国 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/ 

・シンガポール共和国 



 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_singapore/ 

（３）上記（１）の提携組織が講ずる個人情報保護措置 

ＯＥＣＤプライバシーガイドライン８原則に対応する措置を講じるよう努めてい

ます。 

第５０条（加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意） 

１．加盟店申込者等は、当社が第５１条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されて

いる情報を、共同利用の目的の範囲で利用することに同意するものとします。 

２．加盟店申込者等は、第５１条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報（以下「登

録される情報」といいます）が第５１条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の

加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。 

３．加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内にお

いて、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されるこ

とに同意するものとします。 

第５１条（当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について） 

加盟店情報交換

制度について 

 

 

一般社団法人日本クレジット協会（以下「協会」という。）は、割賦

販売法第３５条の１８の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受

けております。協会では、認定業務のひとつである利用者（クレジッ

トの利用者）等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及

び提供を、加盟店情報交換センター（以下「ＪＤＭセンター」とい

う。）において行っております。 

加盟店等から収

集した情報の報

告及び利用につ

いて 

 

 

加盟店情報交換制度加盟会員会社（以下「ＪＤＭ会員」という。）は、

加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後

の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目

的のため、下記の（２）共同利用する情報の内容に定める各号の情報

を収集・利用し、ＪＤＭセンターへ報告し、ＪＤＭ会員によって共同

利用します。 

制度に関するお

問合わせ先及び

開示の手続き 

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについて

は、下記のＪＤＭセンターまでお申出ください。 

運営責任者 一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（ＪＤＭセンター） 

住所：東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 

代表理事：坂口 利彦 

電話番号 03-5643-0011（代表） 

加盟店情報を共

同利用する共同

利用者の範囲 

協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「Ｊ

ＤＭ会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっ

せん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びＪＤＭ



 

センター 

※ＪＤＭ会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。 

http://www.j-credit.or.jp/ 

加盟店情報の共

同利用 

 

(1) 共同利用の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される

加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠

ける行為（その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判

断が困難な行為を含む）に関する情報及び利用者等を保護するため

に必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切

な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止（以下「ク

レジットカード番号等の適切な管理等」といいます）に支障を及ぼ

す加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な

管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がＪＤＭセンターに報

告すること及びＪＤＭ会員に提供され共同利用することにより、Ｊ

ＤＭ会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加

盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等

を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること

を目的としています。 

(2) 共同利用する情報の内容 

①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処

理のために必要な調査の事実及び事由 

②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける

行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解

除した事実と事由 

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等による

クレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の

事実及び事由 

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等による

クレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売

法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて

当該加盟店に対して行った措置（クレジットカード番号等取扱契約

の解除を含む。）の事実及び事由 

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの（該当すると疑われ

る又は該当するかどうか判断できないものを含む。）に係る、ＪＤＭ

会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実であ

る情報 

⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からＪＤＭ会員に申出のあ

った内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為である



 

と判断した情報（当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われた

かどうか判断することが困難な情報を含む。） 

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理に支障を及ぼす行

為に関する情報 

⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等

について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)

について、ＪＤＭセンターが収集した情報 

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 

⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日

（法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏

名及び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われ

たかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月

日（法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日）を除く。 

(3) 保有される期間 

上記の情報は、登録日（③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④

の措置の完了又は契約解除の登録日）から 5 年を超えない期間保有

されます。 

第 ５ ２ 条 （ 加 盟 店 申 込 者 等 に 関 す る 情 報 の 開 示 ・ 訂 正 ・ 利 用 停 止 等 お よ び 苦 情 申 し 立 て に 関 す る 手 続 き ） 

１．加盟店申込者等は第５０条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際

の手続きは第５１条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに

従い行うものとします。 

２．加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用

停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。 

３．当社は登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂

正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。 

第５３条（加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合） 

当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および

本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資

格取消の手続きをとることがあるものとします。但し、当社が第４９条第３項、第４項に定

める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承

認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることは

ないものとします。また、その利用について加盟店申込者等からの中止の申し出があった場

合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。 

なお、中止の申し出および前条第２項に定める申請の申し出は本規約末尾記載のＣＳ向上

室宛行うものとします。 

 

 

 



 

 

 

【当社へのお問い合わせ・相談窓口】 

名称 ユーシーカード株式会社 ＣＳ向上室 

住所 
郵便番号１３５－８６０１ 

東京都港区台場２丁目３番２号 

電話番号 ０３－６９１２－８３０４ 

受付時間 
月曜日～金曜日（祝日、年末・年始は除く） 

午前９時～午後５時 

【個人情報管理責任者】 

 情報管理部門担当役員 

(2026 年 6 月現在) 


